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     令和７年（２０２５年）１２月１日 

厚  生  委  員  会  資  料 

地域支えあい推進部地域活動推進課 

 

（第１１０号議案） 

 

中野区区民活動センター条例新旧対照表 

改正案 現行 

第１条～第１７条 （略） 第１条～第１７条 （略） 

附 則 （略） 附 則 （略） 

別表第１（第２条関係） 別表第１（第２条関係） 

名称 位置 

中野区南中野区民活

動センター 

（略） 

～ ～ 

中野区東部区民活動

センター 

（略） 

中野区鍋横区民活動

センター 

東京都中野区本町五

丁目４７番１３号 

 

 

中野区桃園区民活動

センター 

（略） 

～ ～ 

中野区上鷺宮区民活

動センター 

（略） 

 

名称 位置 

中野区南中野区民活

動センター 

（略） 

～ ～ 

中野区東部区民活動

センター 

（略） 

中野区鍋横区民活動

センター 

東京都中野区本町五

丁目４７番１３号（分

室 東京都中野区本

町四丁目４４番３号） 

中野区桃園区民活動

センター 

（略） 

～ ～ 

中野区上鷺宮区民活

動センター 

（略） 

 

別表第２（第１０条関係） 別表第２（第１０条関係） 

センタ

ー名 

施設名 単位時間 

午前９

時～正

午 

午後１

時～午

後５時 

午後６

時～午

後１０

時 

中 野 区

南 中 野

区 民 活

動 セ ン

ター 

（略） （略） （略） （略） 

～ ～ ～ ～ ～ 

センタ

ー名 

施設名 単位時間 

午前９

時～正

午 

午後１

時～午

後５時 

午後６

時～午

後１０

時 

中 野 区

南 中 野

区 民 活

動 セ ン

ター 

（略） （略） （略） （略） 

～ ～ ～ ～ ～ 



2 
 

中 野 区

鍋 横 区

民 活 動

セ ン タ

ー 

（略） （略） （略） （略） 

 

 

 

 

 

 

 

中 野 区

桃 園 区

民 活 動

セ ン タ

ー 

（略） （略） （略） （略） 

～ ～ ～ ～ ～ 

中 野 区

上 鷺 宮

区 民 活

動 セ ン

タ ー 分

室 

（略） （略） （略） （略） 

 

中 野 区

鍋 横 区

民 活 動

セ ン タ

ー 

（略） （略） （略） （略） 

中 野 区

鍋 横 区

民 活 動

セ ン タ

ー分室 

和室一 ２００

円

３００

円

３００

円

和室二 ３００

円

５００

円

５００

円

中 野 区

桃 園 区

民 活 動

セ ン タ

ー 

（略） （略） （略） （略）

～ ～ ～ ～ ～ 

中 野 区

上 鷺 宮

区 民 活

動 セ ン

タ ー 分

室 

（略） （略） （略） （略） 

 

別表第３・別表第４ （略） 別表第３・別表第４ （略） 

  

附 則  

この条例は、令和８年７月１日から施行

する。 

 

 


